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貸 借 対 照 表 

（2022年３月31日現在） 

(単位：百万円) 
 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

流 動 資 産 39,333 流 動 負 債 75,145 

現 金 及 び 預 金 702 短 期 借 入 金 13,712 

未 収 運 賃 6,394 リ ー ス 債 務 1,648 

未 収 金 7,041 未 払 金 23,745 

未 収 収 益 1,330 未 払 費 用 8,097 

短 期 貸 付 金 13,627 未 払 消 費 税 等 1,542 

販 売 土 地 建 物 990 未 払 法 人 税 等 856 

商 品 68 預 り 連 絡 運 賃 1,468 

貯 蔵 品 1,914 預 り 金 15,487 

前 払 費 用 1,574 前 受 運 賃 4,280 

そ の 他 の 流 動 資 産 5,689 前 受 金 965 

  前 受 収 益 2,943 

  そ の 他 の 流 動 負 債 396 

固 定 資 産 1,062,567 固 定 負 債 815,226 

鉄 道 事 業 固 定 資 産 398,014 長 期 借 入 金 509,116 

その他の事業固定資産 424,933 リ ー ス 債 務 5,414 

各事業関連固定資産 5,213 繰 延 税 金 負 債 113,100 

建 設 仮 勘 定 186,526 固定資産撤去損失引当金 474 

投 資 そ の 他 の 資 産 47,879 投 資 損 失 引 当 金 227 

関 係 会 社 株 式 4,972 退 職 給 付 引 当 金 13,512 

投 資 有 価 証 券 1,836 そ の 他 の 固 定 負 債 173,381 

長 期 貸 付 金 19,923 負 債 合 計 890,371 

長 期 前 払 費 用 22 （ 純 資 産 の 部 ）  

そ の 他 の 投 資 等 21,352 株 主 資 本 210,987 

貸 倒 引 当 金 △229 資 本 金 100 

  資 本 剰 余 金 131,038 

  資 本 準 備 金 131,038 

  利 益 剰 余 金 79,849 

  そ の 他 利 益 剰 余 金 79,849 

  固定資産圧縮積立金 5,488 

  繰 越 利 益 剰 余 金 74,361 

  評価・換算差額等 541 

  その他有価証券評価差額金 541 

  純 資 産 合 計 211,529 

資 産 合 計 1,101,901 負 債 純 資 産 合 計 1,101,901 
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損 益 計 算 書 

（2021年４月１日から2022年３月31日まで） 

(単位：百万円) 
 

科 目 金 額 

鉄 道 事 業   

営 業 収 益 79,001  

営 業 費 72,679  

営 業 利 益  6,321 

そ の 他 の 事 業   

営 業 収 益 79,939  

営 業 費 60,546  

営 業 利 益  19,393 

全 事 業 営 業 利 益  25,715 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,183  

そ の 他 の 収 益 992 2,176 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 5,589  

そ の 他 の 費 用 1,514 7,103 

経 常 利 益  20,787 

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 312  

工 事 負 担 金 等 受 入 額 244  

補 助 金 収 入 623  

雇 用 調 整 助 成 金 44 1,223 

特 別 損 失   

固 定 資 産 売 却 損 69  

固 定 資 産 圧 縮 損 305  

減 損 損 失 0  

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 関 連 損 失 1,833 2,208 

税 引 前 当 期 純 利 益  19,802 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,628  

法 人 税 等 調 整 額 3,505 7,134 

当 期 純 利 益  12,668 
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個 別 注 記 表 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によっております。 

② その他有価証券 

ａ 市場価格のない株式等以外のもの 

時価法によっております（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定しております。）。 

ｂ 市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法によっております。 

但し、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、当該組合の財産

の持分相当額を計上しております。 

(2) 棚卸資産 

通常の販売目的で保有する棚卸資産 

評価基準は原価法によっております（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法によっております。）。 

① 販売土地建物 

個別法によっております。 

② 商品 

個別法及び先入先出法によっております。 

③ 貯蔵品 

移動平均法によっております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。） 

① 鉄道事業の取替資産 

取替法（定率法）によっております。 

② その他の有形固定資産 

定率法によっております。 

但し、上記①及び②のうち、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。） 

定額法によっております。 

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 

(3) リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある場合は残価保証額）と

する定額法を採用しております。 

  



- 4 - 
 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸付金等債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(2) 固定資産撤去損失引当金 

固定資産撤去工事に備えるため、費用を合理的に見積もることが可能な工事について、当該見

積額を計上しております。 

(3) 投資損失引当金 

関係会社の事業の損失に備えるため、その資産状態等を勘案し、出資金額及び貸付金額を超え

て、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理し

ております。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履

行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 

(1) 都市交通事業 

鉄道事業 

 鉄道事業は、主に鉄道の輸送サービスを提供する事業であり、定期外収入や定期収入が生じ

ております。定期外収入は、切符やＩＣカード乗車券の利用などによる運輸収入であります。

定期外収入については、顧客に輸送サービスを提供した時点で履行義務が充足されると判断

し、当該時点において収益を認識しております。定期収入については、定期券の有効期間にわ

たって履行義務が充足されると判断し、有効期間に応じて収益を認識しております。 

(2) 不動産事業 

賃貸事業 

 賃貸事業は、主に大阪市北区その他の地域において、保有するオフィスビル及び商業施設等

を賃貸する事業であります。当該不動産の賃貸による収益は、リース取引に関する会計基準に

従い、賃貸借契約期間にわたって「その他の源泉から生じる収益」として収益を認識しており

ます。 

(3) エンタテインメント事業 

ステージ事業 

 宝塚歌劇の興行 

 宝塚歌劇の興行は、宝塚歌劇の公演に係るチケットを顧客に販売し、主に宝塚大劇場や東

京宝塚劇場において公演を実施する事業であります。当該サービスについては、公演を実施

した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点において収益を認識しております。 
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５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

(1) 鉄道事業における工事負担金等の会計処理 

鉄道事業における連続立体交差化工事等を行うにあたり、地方公共団体等から工事費の一部と

して、工事負担金等を受け入れております。この工事負担金等を受けて取得した固定資産につい

ては、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得原価から直接減額して計上しております。 

なお、損益計算書については、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産

の取得原価から直接減額した工事負担金等相当額を固定資産圧縮損として特別損失に計上してお

ります。 

(2) 連結納税制度の適用 

阪急阪神ホールディングス株式会社を連結親法人とする連結納税制度の適用を受けておりま

す。 

(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。但

し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通

算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目

については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱

い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税

金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人

税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の

会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適用する予定であ

ります。 

 

会計方針の変更に関する注記 

 

１．収益認識に関する会計基準等の適用 

 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した

時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。 

 収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。 

 

・鉄道事業における定期券 

 従来は、発売日を基準に月割で収益を認識しておりましたが、有効開始日を基準に月割で収益を

認識することとしております。 

 

 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項但書きに定める経過的な取扱い

に従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、

当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま

す。 

 この結果、繰越利益剰余金の当期首残高は393百万円減少しております。また、この変更に伴う当

事業年度の損益に与える影響は軽微であります。 
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２．時価の算定に関する会計基準等の適用 

 「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する

会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時

価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる、計

算書類への影響はありません。 

 

会計上の見積りに関する注記 

 

 会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しておりま

す。当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書

類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであります。 

 

 繰延税金資産の回収可能性 

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額 

   繰延税金資産  21,754百万円（繰延税金負債との相殺前金額） 

(2) 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

① 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法 

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用

指針第26号）に従い、中期経営計画により見積られた将来の課税所得等に基づき、繰延税金

資産を計上しております。 

② 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 

 将来の課税所得の見積りは、中期経営計画を基礎としております。なお、新型コロナウイ

ルスの影響を会計上の見積りに反映するにあたり、次のような仮定を置いております。 

 当社に影響する社会経済活動は、大別すると以下の３ステップを経て徐々に回復していく

とみております。 

 第１ステップ（～2022年９月）：国内で近場での移動から人の往来が再開し、徐々に遠方へ

も含め復していくとともに、フィジカル・ディスタンスの影響も次第に緩和されていく。 

 第２ステップ（2022年10月～2023年９月）：人の往来が日本国内だけでなく、世界全体で起

こり、徐々に復していく。 

 第３ステップ（2023年10月～）：新型コロナウイルスの影響が一応収束し、国内外の経済活

動が相当程度回復する。 

 なお、当社を取り巻く事業環境は、第３ステップに至ったとしてもコロナ前の状態に完全

に復するわけではないとみております。 

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響 

 課税所得が生じる時期及び金額は、今後の新型コロナウイルスの感染状況に加え、他の将

来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金

額が見積りと異なった場合には、回収可能であると判断される繰延税金資産の金額が変動

し、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。 
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追加情報 

 

 当社の取締役等に対する株式報酬制度 

  当社は、常勤の取締役及び執行役員（社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象に、企業価値

及び業績の向上に対する意欲を一層高めるとともに、株主価値の向上に対するインセンティブを働

かせることを目的として、株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入しております。 

  本制度は、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みを採用しており、役

位に応じて、阪急阪神ホールディングス株式会社の株式及び阪急阪神ホールディングス株式会社の

株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付する制度であります。 

 

貸借対照表に関する注記 

 

１．顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高 

顧客との契約から生じた債権 13,436百万円 

契約負債 5,820百万円 

 

 顧客との契約から生じた債権は、「未収運賃」及び「未収金」に含まれております。 

 契約負債は、「前受運賃」、「前受金」及び「前受収益」に含まれております。 

 

２．担保に供している資産及び担保に係る債務 

(1) 担保に供している資産 

鉄道事業固定資産（鉄道財団） 381,989百万円 

 当社は、2005年４月１日付分社型（物的）吸収分割により、阪急ホールディングス株式会社

（同日付で阪急電鉄株式会社より商号変更、現 阪急阪神ホールディングス株式会社）の保有す

る鉄道事業固定資産を承継しております。それに伴い、上記資産は同社の財団抵当借入金の担

保にも供しております。 

(2) 担保に係る債務 

短期借入金 2,984百万円 

長期借入金 59,944百万円 

  合計 62,928百万円 

 

３．有形固定資産の減価償却累計額 632,083百万円 

 

４．事業用固定資産 有形固定資産 818,218百万円   

           土   地 467,015百万円 建   物 191,907百万円 

           構 築 物 106,730百万円 車   両 31,340百万円 

           そ の 他 21,225百万円   

          無形固定資産 9,942百万円   
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５．保証債務 

 他の会社の金融機関からの借入金等に対し、債務保証を行っております。 

阪急阪神ホールディングス株式会社 ※１ 384,934百万円 

阪神電気鉄道株式会社 ※２ 16,196百万円 

神戸高速鉄道株式会社 ※１ 9,900百万円 

北大阪急行電鉄株式会社 ※３ 9,208百万円 

株式会社阪急阪神フィナンシャルサポート ※１ 1,088百万円 

株式会社宝塚クリエイティブアーツ 10百万円 

     合計 421,338百万円 

 

※１ 阪神電気鉄道株式会社と連帯保証を行っております。 

※２ 阪急阪神ホールディングス株式会社と連帯保証を行っております。 

※３ 保証債務9,208百万円のうち、4,029百万円については、阪急阪神ホールディングス

株式会社及び阪神電気鉄道株式会社と連帯保証を行っております。 

 

６．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権 1,031百万円 

長期金銭債権 3,064百万円 

短期金銭債務 5,848百万円 

長期金銭債務 847百万円 

 

７．取締役及び監査役に対する金銭債権及び金銭債務 

金銭債務 40百万円 

 

８．固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額 181,132百万円 

損益計算書に関する注記 

 

１．営業収益 158,941百万円 

顧客との契約から生じる収益 116,654百万円 

その他の源泉から生じる収益 42,286百万円 

 

２．営 業 費 133,225百万円   

運送営業費及び売上原価 90,517百万円 販売費及び一般管理費 7,392百万円 

諸     税 8,652百万円 減 価 償 却 費 26,663百万円 

 

３．関係会社との取引高 

営業取引による取引高 

営 業 収 益 6,570百万円 

営  業  費 12,236百万円 

営業取引以外の取引による取引高 4,554百万円 
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４．新型コロナウイルス関連損失 

  新型コロナウイルス関連損失は、政府から発令された緊急事態宣言や、自治体からの外出自粛要 

 請等を受け、営業を停止又はイベントの開催を中止した際に、当該営業停止期間中に発生した固定 

 費や、当該イベントの開催準備及び中止のために直接要した費用等を特別損失に計上したものであ 

 ります。 

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

 

１．当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数 

普通株式 800株 

 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

2021年６月16日 

定時株主総会 
普通株式 2,099 2,624,430.74 2021年３月31日 2021年６月17日 

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 2022年６月15日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり

提案しております。 

① 配当金の総額 10,134百万円 

② １株当たりの配当額 12,668,160.57円 

③ 基準日 2022年３月31日 

④ 効力発生日 2022年６月16日 

 なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。 

 

税効果会計に関する注記 

 

 繰延税金資産の発生の主な原因は、繰越欠損金、分譲土地建物評価損の否認等であり、繰延税金負

債の発生の主な原因は、土地再評価差額金相当額等であります。 
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金融商品に関する注記 

 

１．金融商品の状況に関する事項 

 当社は、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定し、グループ会社等からの借

入により資金を調達しております。 

 未収金に係る取引先の信用リスクについては、各事業本部の適切な管理に基づき、リスク低減

を図っております。未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。 

 投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行ってお

ります。 

 貸付金は、主として取引先との賃貸借契約による建設協力金及びグループ会社への貸付であ

り、取引先及びグループ会社の状況を定期的に確認することで、財務状況の悪化等による回収懸

念の早期把握やリスク低減を図っております。 

 借入金の使途は主に、運転資金及び設備投資資金であり、当社は固定金利による資金調達を実

施しております。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。 

(単位：百万円) 
 

 
貸借対照表 
計上額 

時 価 差 額 

資産の部    

(1) 短期貸付金（※１） 12,467 12,467 － 

(2) 投資有価証券 1,123 1,123 － 

(3) 長期貸付金（※１） 21,084 20,507 △576 

負債の部    

(4) 長期借入金（※２） 522,829 539,628 16,799 
 

（※１）１年内回収予定の長期貸付金は「(3) 長期貸付金」に含めております。 

（※２）１年内返済予定の長期借入金は「(4) 長期借入金」に含めております。 

 

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。 

 レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に

より算定した時価 

 レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

 レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。 

(1) 短期貸付金 

短期貸付金の時価については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。 
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(2) 投資有価証券 

投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっており、レベル１の時

価に分類しております。 

(3) 長期貸付金 

長期貸付金の時価については、建設協力金は将来キャッシュ・フローを取引先の信

用リスクを加味した利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に

分類しております。また、グループ会社への貸付は当該帳簿価額より貸倒引当金を控

除した金額であり、レベル２の時価に分類しております。 

(4) 長期借入金 

長期借入金の時価については、固定金利によるものは元利金の合計額を同様の新規

借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分

類しております。 

（注２）「現金及び預金」、「未収運賃」、「未収金」、「未払金」については、短期間で決済されるため、

時価が帳簿価額に近似するものであることなどから、記載を省略しております。 

（注３）投資有価証券のうち、非上場株式等（貸借対照表計上額713百万円）は、市場価格がないこと

から、「(2) 投資有価証券」には含めておりません。 

（注４）関係会社株式（貸借対照表計上額4,972百万円）は、全て非上場株式であり、市場価格がない

ことから、記載しておりません。 

 

賃貸等不動産に関する注記 

 

１．賃貸等不動産の状況に関する事項 

 当社では、大阪市北区その他の地域において、賃貸オフィスビル及び賃貸商業施設等を有して

おります。 

 

２．賃貸等不動産の時価に関する事項 

(単位：百万円) 
 

貸借対照表計上額 時 価 

346,472 621,493 

 

（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

（注２）当事業年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による「不動産鑑定評価

基準」に基づく鑑定評価額であり、その他の物件については固定資産税評価額等の指標に基

づく時価であります。 

（注３）開発中物件（貸借対照表計上額26,588百万円）は、開発の途中段階であることから、時価を

把握することが難しいため、上表には含めておりません。 
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関連当事者との取引に関する注記 

 

１．親会社及び法人主要株主等 
(単位：百万円) 

 

種類 会社等の名称 
議決権等の所有 

（被所有）割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（注４） 
科目 

期末残高 

（注４） 

親会社 阪急阪神ホールデ

ィングス株式会社 

被所有 

直接 100.0％ 

債務被保証 

債務保証 

担保提供 

役員の兼任 

債務被保証 

（注１） 

債務保証 

（注２） 

担保提供 

（注３） 

13,698 

 

384,934 

 

29,040 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）金融機関からの借入金に対して保証を受けております。なお、保証料の支払は行っており

ません。 

（注２）金融機関からの借入金、社債に対して保証したものであります。なお、保証料の受取は行

っておりません。 

（注３）財団抵当借入金に対して、当社の鉄道事業固定資産の一部を担保に供しております。 

（注４）取引金額及び期末残高には消費税等を含めておりません。 

 

２．兄弟会社等 
(単位：百万円) 

 

種類 会社等の名称 
議決権等の所有 

（被所有）割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（注４） 
科目 

期末残高 

（注４） 

 親会社の 

子会社 

株式会社阪急阪神

フィナンシャルサ

ポート 

なし 

 

資金の借入 

資金の貸付 

 

資金の借入 

 

 

 

資金の貸付 

（注１） 

利息の支払 

－ 

 

 

 

82,852 

 

4,866 

短期 

借入金 

長期 

借入金 

短期 

貸付金 

未払費用 

3,698 

 

449,171 

 

12,467 

 

15 

 阪神電気鉄道株式

会社 

なし 

 

債務被保証 

債務保証 

役員の兼任 

債務被保証 

（注２） 

債務保証 

（注３） 

13,698 

 

16,196 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

 
 取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）阪急阪神ホールディングスグループにおける資金調達の一元化に伴うものであり、金利に

ついては、市場金利を勘案して決定しております。 

（注２）金融機関からの借入金に対して保証を受けております。なお、保証料の支払は行っており

ません。 

（注３）金融機関からの借入金に対して保証したものであります。なお、保証料の受取は行ってお

りません。 

（注４）取引金額及び期末残高には消費税等を含めておりません。 
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３．役員及び個人主要株主等 
(単位：百万円) 

 

種類 会社等の名称 
議決権等の所有 

（被所有）割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（注３） 
科目 

期末残高 

（注３） 

役員及び 

その近親 

者 

阪口春男 なし 当社監査役 

不動産の賃貸 

 

不動産の賃貸 

（注１） 

53 その他の 

固定負債 

40 

親会社の 

役員 

荒木直也 なし 親会社の取締役 

株式会社阪急阪神百貨店 

代表取締役会長 

敷金の受入 

（注２） 

－ その他の 

固定負債 

23,427 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）不動産の賃貸については、近隣の取引事例を参考に決定しております。 

（注２）敷金の受入については、株式会社阪急阪神百貨店の代表者として行ったものであり、一般

の取引条件と同様に決定しております。 

（注３）取引金額及び期末残高には消費税等を含めておりません。 

 

収益認識に関する注記 

 

収益を理解するための基礎となる情報 

重要な会計方針に係る事項に関する注記「４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり

ます。 

 

１株当たり情報に関する注記 

 

１．１株当たり純資産額 264,411,586.06円 

 

２．１株当たり当期純利益 15,835,200.72円 

 


